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公 告
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する工事の完了公告（59） 10

規 則（教）

○幼稚園教育職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例施行規則の一

部を改正する規則（９） 10

訓 令 甲（教）

○世田谷区学校職員の名札着用に関

する規程の一部改正（６） 10

告 示（選）

○世田谷区選挙執行規程の一部改正

（６） 10

告 示（農）

○農業委員会等に関する法律に基づ

く農業委員会総会の開催の告示

（５） 11

告 示（監）

○地方自治法に基づく令和２年度財

政援助団体等監査に係る措置結果

公表の告示（８） 11

規 則

次に掲げる規則を公布する。

令和３年５月17日

世田谷区長 保 坂 展 人

世田谷区規則第89号

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例施行規則の一部を改正する規則

世田谷区規則第90号

会計年度任用職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する規則の一部を改正する規則

職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例施行規則の一部を改正する

規則

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例施行規則（平成10年３月世田谷区規則

第34号）の一部を次のように改正する。

附則に次の１条を加える。

第８条 令和３年度における第24条の２第

１項の規定の適用については、同項中

「７月１日から９月30日まで」とあるの

は、「６月１日から11月30日まで」とす

る。

附 則

この規則は、令和３年６月１日から施行

する。

会計年度任用職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する規則の一部を改正す

る規則

会計年度任用職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する規則（令和２年１月世田谷区

規則第４号）の一部を次のように改正する。

附則に次の１項を加える。

４ 令和３年度における第26条第１項の規

定の適用については、同項中「７月１日

から９月30日まで」とあるのは、「６月

１日から11月30日まで」とする。

附 則

この規則は、令和３年６月１日から施行

する。

次に掲げる規則を公布する。

令和３年５月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

世田谷区規則第91号

世田谷区組織規則の一部を改正する規則

世田谷区規則第92号

世田谷区立駐車場条例施行規則の一部を

改正する規則

世田谷区規則第93号

世田谷区立駐車場条例の一部を改正する

条例の施行期日を定める規則

世田谷区規則第94号

世田谷区公印規則の一部を改正する規則

世田谷区規則第95号

世田谷区災害対策本部条例施行規則の一

部を改正する規則

世田谷区規則第96号

世田谷区国民健康保険条例の一部を改正

する条例附則第２項の規則で定める日を

定める規則の一部を改正する規則

世田谷区規則第97号

世田谷区保健所長委任規則の一部を改正

する規則

世田谷区規則第98号

世田谷区食品衛生法施行細則の一部を改

正する規則の一部を改正する規則

世田谷区組織規則の一部を改正する

規則

世田谷区組織規則（平成３年３月世田谷

区規則第７号）の一部を次のように改正す

る。

第10条中「若者支援担当課」の次に「及

び子育て世帯特別給付金担当課」を加える。

第11条第１項の表子ども・若者部の項に

次のように加える。

子育て世帯特別給付金担当課

第23条の表に次のように加える。

子育て世帯特別給付金担当課

子育て世帯特別給付金担当係長

子育て世帯特別給付金の給付に

関すること。

附 則

この規則は、令和３年６月１日から施行

する。

世田谷区立駐車場条例施行規則の一

部を改正する規則

世田谷区立駐車場条例施行規則（平成15

年９月世田谷区規則第99号）の一部を次の

ように改正する。

別表世田谷区立世田谷区役所駐車場の項

を削る。

附 則

この規則は、令和３年６月１日から施行

する。

世田谷区立駐車場条例の一部を改正

する条例の施行期日を定める規則

世田谷区立駐車場条例の一部を改正する

条例（令和２年12月世田谷区条例第54号）

の施行期日は、令和３年６月１日とする。

世田谷区公印規則の一部を改正する

規則

世田谷区公印規則（平成元年３月世田谷

区規則第４号）の一部を次のように改正す

る。

別表４の部中80の項を81の項とし、24の

項から79の項までを１項ずつ繰り下げ、同

部23の項中「方21ミリメートル」を「同」

に改め、同項を同部24の項とし、同部22の

項の次に次のように加える。

附 則

この規則は、令和３年６月１日から施行

する。

世田谷区災害対策本部条例施行規則

の一部を改正する規則

世田谷区災害対策本部条例施行規則（昭

和38年12月世田谷区規則第19号）の一部を

次のように改正する。

第２条第４号中「勧告又は」を削り、同

条第12号中「前各号」の次に「に掲げるも

の」を加える。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

世田谷区国民健康保険条例の一部を

改正する条例附則第２項の規則で定

める日を定める規則の一部を改正す

る規則

世田谷区国民健康保険条例の一部を改正

する条例附則第２項の規則で定める日を定

める規則（令和２年11月世田谷区規則第120

号）の一部を次のように改正する。

本則中「令和３年６月30日」を「令和３

年９月30日」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

世田谷区保健所長委任規則の一部を

改正する規則

第１条 世田谷区保健所長委任規則（昭和
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50年４月世田谷区規則第33号）の一部を

次のように改正する。

別表19の項各号列記以外の部分中「及

び21の項」を削り、同項第２号イ中「卸

売市場内（花き」を「卸売市場（花き」

に、「における」を「内における」に、「、

喫茶店営業、乳類販売業、行商、食料品

等販売業（卸売市場法第２条第４項に規

定する卸売業者及び同条第５項に規定す

る仲卸業者に係るものを除く。21の項に

おいて同じ。）及びアイスクリーム類販

売業（以下この項において「卸売市場内

飲食店営業等」を「（以下この項におい

て「卸売市場内飲食店営業」に改め、同

項第３号中「第52条第１項」を「第55条

第１項」に改め、「付加」の次に「、法

第56条第２項（法第57条第２項において

準用する場合を含む。）の規定による承

継の届出の受理、法第57条第1項の規定

による営業の届出の受理｣を加え､｢､省令

第68条第１項、第69条第１項及び第70条

第１項の規定による承継の届出の受理」

を削り、「変更の届出の受理」の次に「、

省令第71条の２に規定する廃業の届出の

受理」を加え、「並びに」を「、」に、「、

規則第12条第１項」を「並びに規則第10

条第１項」に改め、同項中第10号を削り、

第９号を第10号とし、第８号を第９号と

し、同項第７号中「第63条」を「第69条」

に改め、同号を同項第８号とし、同項第

６号中「第62条第３項」を「第68条第３

項」に、「第54条」を「第59条」に改め、

同号を同項第７号とし、同項第５号中

「第62条第１項」を「第68条第１項」に、

「第54条」を「第59条」に改め、同号を

同項第６号とし、同項第４号中「第54条」

を「第59条」に改め、同号ウ中「卸売市

場内飲食店営業等」を「卸売市場内飲食

店営業」に改め、同号を同項第５号とし、

同項第３号の次に次の１号を加える。

法第58条第１項の規定による届出

の受理及び同条第２項の規定による

報告

別表19の項第11号中「省令第68条第１

項、第69条第１項及び第70条第１項」を

「法第56条第２項（法第57条第２項にお

いて準用する場合を含む。）」に改め、

「許可営業者の地位の」を削り、同項第

16号を削り、同項第15号中「第21条」を

「第19条」に改め、同号を同項第17号と

し、同項中第14号を第16号とし、同項第

13号中「都規則第16条の規定による知事

に提出すべき営業報告書」を「省令第71

条の２に規定する知事に対して行うべき

廃業の届出」に改め、同号を同項第15号

とし、同項中第12号を第14号とし、同号

の前に次の２号を加える。

卸売市場内における法第57条第１

項の規定による知事に対して行うべ

き営業の届出の受理

卸売市場内における省令第67条第

１項の規定による知事に提出すべき

営業許可の申請書の受理

別表中20の項及び21の項を削り、22の

項を20の項とし、同表23の項第７号ク中

「飲食店営業等」を「飲食店営業」に改

め、同項を同表21の項とし、同表中24の

項を22の項とし、25の項から56の項まで

を２項ずつ繰り上げる。

第２条 世田谷区保健所長委任規則の一部

を次のように改正する。

別表43の項第１号中「許可」の次に

「及び許可の更新」を加え、同項第２号

中「第７条第３項ただし書」を「第７条

第４項ただし書」に改め、同項第４号中

「第12条第１項及び第２項」を「第12条

第１項及び第４項」に改め、「許可」の

次に「及び許可の更新」を加え、同項第

５号中「第13条第１項から第３項まで及

び第５項」を「第13条第１項、第２項、

第４項、第７項及び第８項」に改め、同

項第７号中「第14条第13項」を「第14条

第15項」に改め、同項第８号中「第14条

第14項」を「第14条第16項」に改め、同

項第13号中「第24条」を「第26条」に改

め、同項第14号中「第28条第３項」を

「第28条第４項」に改め、同項第16号中

「第39条第２項及び第４項」を「第39条

第２項及び第６項」に改め、同項第24号

中「第69条第５項」を「第69条第６項」

に改め、同項第35号中「第１条の５第１

項及び第２項」を「第２条の３第１項及

び第２項」に改め、同項第36号中「第１

条の６第１項及び第２項」を「第２条の

４第１項及び第２項」に改め、同項第37

号中「第１条の６第３項及び第１条の７」

を「第２条の４第３項及び第２条の５」

に改め、同項中第48号を第50号とし、第

39号から第47号までを２号ずつ繰り下げ、

同項第38号中「第２条」を「第２条の13」

に改め、同号を同項第40号とし、同号の

前に次の２号を加える。

令第２条の11第２項の規定による

地域連携薬局等の認定台帳の閲覧の

求め

令第２条の12の規定による地域連

携薬局等の認定又は認定の更新に係

る情報の提供の求めへの対応

附 則

この規則中第１条の規定は令和３年６月

１日から、第２条の規定は同年８月１日か

ら施行する。

世田谷区食品衛生法施行細則の一部

を改正する規則の一部を改正する規

則

世田谷区食品衛生法施行細則の一部を改

正する規則（令和３年３月世田谷区規則第

69号）の一部を次のように改正する。

第９号様式を削る改正規定を次のように

改める。

第９号様式及び第10号様式を削る。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

訓 令 甲

◎世田谷区訓令甲第24号

庁 中 一 般

総 合 支 所

児 童 相 談 所

保 健 所

出 張 所

事 業 所

世田谷区職員の名札着用に関する規程

（平成15年９月世田谷区訓令甲第26号）

の一部を次のように改正する。

令和３年５月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

別表１の項中「１ 職員（臨時的に任用

される職員（以下「臨時職員」という。）

を除く。）用」を削り、同項備考３中「は

り付ける」を「貼り付ける」に改め、同表

２の項を削る。

「
様式中 印 を削る。

」

◎世田谷区訓令甲第25号

庁 中 一 般

総 合 支 所

児 童 相 談 所

保 健 所

出 張 所

事 業 所

世田谷区職員服務規程（昭和47年５月世

田谷区訓令甲第６号）の一部を次のように

改正する。

令和３年５月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

「
第３号様式及び第７号様式中 印 を

」

削る。

◎世田谷区訓令甲第26号

庁 中 一 般

総 合 支 所

児 童 相 談 所

保 健 所

出 張 所

事 業 所

職員の兼業許可等に関する事務取扱規程

（昭和50年４月世田谷区訓令甲第30号）の

一部を次のように改正する。

令和３年５月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

第１号様式から第３号様式までの規定中

「
印 を削る。

」

告 示

◎世田谷区告示第423号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年５月６日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年５月６日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

28－１

２ 変更の区間

世田谷区経堂三丁目348番31から

348番33まで

世田谷区経堂三丁目348番35

３ 変更の区域

令和３年６月21日 （第723号）
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延 長 11.28メートル

幅 員 0.63メートルから

0.67メートルまで

面 積 7.57平方メートル

延 長 4.88メートル

幅 員 0.61メートルから

0.65メートルまで

面 積 3.13平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年５月６日

◎世田谷区告示第424号

子ども・子育て支援法（平成24年法律第

65号）第30条の11第１項の規定による子ど

も・子育て支援施設等の確認をしたので、

同法第58条の11の規定に基づき、別紙のと

おり告示する。

令和３年５月６日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第425号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

21条の５の15第１項及び第59条の４第１項

の規定により指定障害児通所支援事業者を

指定したので、同法第21条の５の25第１号

及び第59条の４第１項の規定により別紙の

とおり告示する。

令和３年５月６日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第426号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年５月６日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年５月６日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区上北沢三丁目1110番85の

内

３ 変更の区域

延 長 7.79メートル

幅 員 0.76メートル

面 積 6.32平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年５月６日

◎世田谷区告示第427号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年５月６日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年５月６日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区若林一丁目26番19の内か

ら26番54まで

３ 変更の区域

延 長 8.79メートル

幅 員 0.61メートルから

0.75メートルまで

面 積 5.60平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年５月６日

◎世田谷区告示第428号

都市計画法施行規則の規定による開発登

録簿閲覧場所の設置について（昭和50年４

月世田谷区告示第33号）の一部を次のよう

に改正する。

令和３年５月６日

世田谷区長 保 坂 展 人

第２号中「東京都世田谷区世田谷四丁目

21番27号」を「東京都世田谷区玉川一丁目

20番１号」に改める。

◎世田谷区告示第429号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

19条の９第１項及び第59条の４第１項の規

定により指定小児慢性特定疾病医療機関を

指定したので、同法第19条の19第１号及び

第59条の４第１項の規定により別紙のとお

り告示する。

令和３年５月６日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第430号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

19条の10第１項及び第59条の４第１項の規

定による指定小児慢性特定疾病医療機関の

指定の更新をしたので、同法第19条の19第

１号及び第59条の４第１項の規定により別

紙のとおり告示する。

令和３年５月６日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第431号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

19条の14及び第59条の４第１項の規定によ

る指定事項の変更の届出があったので、同

法第19条の19第２号及び第59条の４第１項

の規定により別紙のとおり告示する。

令和３年５月６日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第432号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

19条の15の規定による指定小児慢性特定疾

病医療機関の指定の辞退があったので、同

法第19条の19第３号及び第59条の４第１項

の規定により別紙のとおり告示する。

令和３年５月６日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第433号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年５月６日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年５月６日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

40－１

２ 変更の区間

世田谷区喜多見八丁目2045番６

３ 変更の区域

延 長 11.43メートル

幅 員 1.42メートルから

1.43メートルまで

面 積 16.48平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年５月６日

◎世田谷区告示第434号

建築計画概要書等閲覧場所の設置につい

て（平成28年４月１日世田谷区告示第265

号）の一部を次のように改正する。

令和３年５月６日

世田谷区長 保 坂 展 人

本則中「第11条の４第３項」を「第11条

の３第３項」に、「東京都世田谷区世田谷

四丁目21番27号」を「東京都世田谷区玉川

一丁目20番１号」に改める。

◎世田谷区告示第435号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の５第２項の規定による指定地域密着

型サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。

令和３年５月７日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 だんらんの家駒

沢

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区

駒沢四丁目７番

４号

３ 事業者の名称 株式会社ＳＡＶ

ＡＮＴ

４ 廃止届受理年月日 令和３年３月31

日

５ サービスの種類 地域密着型通所

介護

◎世田谷区告示第436号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の５第２項の規定による指定地域密着

型サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。

令和３年５月７日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 やさしい手千葉

定期巡回・随時

対応型訪問介護

看護事業所

２ 事業所の所在地 千葉県千葉市中

央区新田町４番

22

３ 事業者の名称 株式会社やさし

い手

４ 廃止届受理年月日 令和３年４月20

令和３年６月21日 （第723号）
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日

５ サービスの種類 定期巡回・随時

対応型訪問介護

看護

◎世田谷区告示第437号

世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。

令和３年５月10日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第438号

世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第９条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定について別紙

のように告示する。

令和３年５月10日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第439号

令和３年第１回世田谷区議会臨時会を下

記により招集する。

令和３年５月10日

世田谷区長 保 坂 展 人

記

１ 招集する年月日 令和３年５月

13日（木）午

後１時

２ 招集する場所 世田谷区議会

議場

３ 案 件

議 案

世田谷区本庁舎等整備工事請負

契約

世田谷区立池之上小学校第二校

舎解体工事請負契約

専 決

専決処分の承認

（世田谷区特別区税条例の一部

を改正する条例）

同 意

世田谷区監査委員選任の同意

報 告

議会の委任による専決処分の報

告

（世田谷区立太子堂区民センター

改修他工事（令和２年度））

議会の委任による専決処分の報

告

（自動車事故に係る損害賠償額

の決定）

議会の委任による専決処分の報

告

（自動車事故に係る損害賠償額

の決定）

議会の委任による専決処分の報

告

（歩行者の負傷事故に係る損害

賠償額の決定）

令和３年１月分例月出納検査の

結果について

令和３年２月分例月出納検査の

結果について

令和２年度財政援助団体等監査

の結果について

令和２年度工事監査の結果につ

いて

常任委員の選任

議会運営委員の選任

請願の処理

◎世田谷区告示第440号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第

42条第１項第５号の規定により、次のとお

り道路の位置の指定をした。

なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。

令和３年５月12日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号 第2871号

２ 指定年月日 令和３年５月11日

３ 指定の位置 世田谷区喜多見七丁目

3222番４

４ 道路の幅員 4.00メートル

５ 道路の延長 12.00メートル

６ 申請者氏名 加々美 光世

株式会社東栄住宅

代表取締役 佐藤 千

尋

◎世田谷区告示第441号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の２第１項の規定により指定地域密着

型サービス事業者を指定したので、同法第

78条の11第１号の規定により告示する。

令和３年５月13日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 デイサービス ル

・クール

２ 事業所の所在地 東京都目黒区五本

木一丁目16番９号

ばんらいハイツ101

３ 事業者の名称 あーゆる合同会社

４ 指定年月日 令和３年４月１日

５ サービスの種類 地域密着型通所介

護

◎世田谷区告示第442号

令和３年５月13日招集の令和３年第１回

世田谷区議会臨時会の案件を、下記のとお

り追加する。

令和３年５月13日

世田谷区長 保 坂 展 人

記

案 件

１ 議席の一部変更

２ 国会における憲法論議の推進と広

く国民的議論の喚起を求める要望書

◎世田谷区告示第443号

介護保険法（平成９年法律第123号）第8

2条第２項の規定による指定居宅介護支援

事業の廃止の届出があったので、同法第85

条第２号の規定により告示する。

令和３年５月17日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 秋藤ケアサービ

ス

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区

奥沢七丁目28番

７号メゾン・デュ

・ソレイユ101

３ 事業者の名称 合同会社秋藤

４ 廃止届受理年月日 令和３年４月26

日

５ サービスの種類 居宅介護支援

◎世田谷区告示第444号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

82条第２項の規定による指定居宅介護支援

事業の廃止の届出があったので、同法第85

条第２号の規定により告示する。

令和３年５月17日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 チェルシーケア

在宅支援相談室

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区

砧八丁目20番６

号

３ 事業者の名称 株式会社フェア

リーハンズ

４ 廃止届受理年月日 令和３年４月14

日

５ サービスの種類 居宅介護支援

◎世田谷区告示第445号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年５月18日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年５月18日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

36－５

２ 変更の区間

世田谷区野沢四丁目239番10の内

３ 変更の区域

延 長 8.86メートル

幅 員 0.18メートル

面 積 1.61平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年５月18日

◎世田谷区告示第446号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年５月18日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年５月18日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

42－50

２ 変更の区間

世田谷区千歳台一丁目１番34の内

３ 変更の区域

延 長 8.56メートル

幅 員 0.23メートルから

0.24メートルまで

面 積 2.78平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年６月21日 （第723号）
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令和３年５月18日

◎世田谷区告示第447号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第１項の規定に基づき、特別区道路線の区

域を次のように変更する。

この関係図面は、令和３年５月18日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年５月18日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

42－50

２ 変更の区間

世田谷区千歳台一丁目１番34の内

３ 変更の区域

延 長 0.05メートル

幅 員 0.23メートル

面 積 0.01平方メートル

◎世田谷区告示第448号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年５月18日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年５月18日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

11－Ｄ660－04

11－Ｄ171－03

２ 変更の区間

世田谷区代田六丁目1051番32の内

世田谷区代田六丁目1051番32の内

３ 変更の区域

延 長 8.93メートル

幅 員 0.75メートルから

0.80メートルまで

面 積 6.80平方メートル

延 長 8.50メートル

幅 員 0.15メートルから

0.16メートルまで

面 積 1.37平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年５月18日

◎世田谷区告示第449号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年５月18日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年５月18日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

36－５

２ 変更の区間

世田谷区若林一丁目17番44の内

３ 変更の区域

延 長 3.23メートル

幅 員 0.37メートルから

0.41メートルまで

面 積 1.37平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年５月18日

◎世田谷区告示第450号

令和３年５月13日招集の令和３年第１回

世田谷区議会臨時会の案件を、下記のとお

り追加する。

令和３年５月18日

世田谷区長 保 坂 展 人

記

案 件

１ 同 意

世田谷区監査委員選任の同意

世田谷区監査委員選任の同意

◎世田谷区告示第451号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第１項の規定に基づき、特別区道路線の区

域を次のように変更する。

この関係図面は、令和３年５月20日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年５月20日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

26－61

26－60

２ 変更の区間

世田谷区桜上水五丁目435番13の

内

世田谷区桜上水五丁目435番10の

内

３ 変更の区域

延 長 9.46メートル

幅 員 5.76メートルから

6.02メートルまで

面 積 56.93平方メートル

延 長 5.82メートル

幅 員 0.00メートルから

5.76メートルまで

面 積 35.46平方メートル

◎世田谷区告示第452号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第２項の規定に基づき、特別区道路線の供

用を開始する。

この関係図面は、令和３年５月20日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年５月20日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

26－60

２ 供用開始の区間

世田谷区桜上水五丁目439番８地

先無番から502番29まで

３ 供用開始の区域

延 長 85.93メートル

幅 員 6.02メートルから

6.04メートルまで

面 積 536.52平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年５月20日

◎世田谷区告示第453号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第２項の規定に基づき、特別区道路線の供

用を次のように廃止する。

この関係図面は、令和３年５月20日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年５月20日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 供用廃止の区間

世田谷区桜上水五丁目438番６の

内から502番20の内まで

３ 供用廃止の区域

延 長 86.24メートル

幅 員 4.00メートルから

4.55メートルまで

面 積 348.75平方メートル

４ 供用廃止の期日

令和３年５月20日

◎世田谷区告示第454号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の供用を次のよ

うに廃止する。

この関係図面は、令和３年５月20日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年５月20日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

22－Ｇ169

２ 供用廃止の区間

世田谷区桜上水五丁目439番11地

先無番

３ 供用廃止の区域

延 長 6.28メートル

幅 員 1.82メートルから

1.83メートルまで

面 積 11.49平方メートル

４ 供用廃止の期日

令和３年５月20日

◎世田谷区告示第455号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の５第２項及び第115条の15第２項の

規定による指定地域密着型サービス事業及

び指定地域密着型介護予防サービス事業の

廃止の届出があったので、同法第78条の11

第２号及び第115条の20第２号の規定によ

り告示する。

令和３年５月20日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 グループホーム

さくら

２ 事業所の所在地 茨城県石岡市東

成井2219番地８

３ 事業者の名称 医療法人社団正

信会

４ 廃止届受理年月日 令和３年４月26

日

５ サービスの種類 認知症対応型共

同生活介護及び

介護予防認知症

対応型共同生活

介護

令和３年６月21日 （第723号）
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◎世田谷区告示第456号

子ども・子育て支援法（平成24年法律第

65号）第30条の11第１項の規定による子ど

も・子育て支援施設等の確認をしたので、

同法第58条の11の規定に基づき、別紙のと

おり告示する。

令和３年５月21日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第457号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年５月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年５月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区代田四丁目808番24の内

３ 変更の区域

延 長 11.97メートル

幅 員 0.17メートルから

0.20メートルまで

面 積 2.29平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年５月24日

◎世田谷区告示第458号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の一部を次のよ

うに廃止する。

この関係図面は、令和３年５月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年５月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

12－Ｇ004－01

２ 一部を廃止する起終点

（旧）世田谷区池尻三丁目368番18

地先無番から360番３地先無

番まで

（新）世田谷区池尻三丁目360番48

地先無番から360番３地先無

番まで

３ 廃止の期日

令和３年５月24日

◎世田谷区告示第459号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線を次のように指

定する。

この関係図面は、令和３年５月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年５月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

12－Ｇ004－02

２ 指定する起終点

世田谷区池尻三丁目368番18地先

無番から368番９地先無番まで

３ 用途

区管理道路

◎世田谷区告示第460号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線を次のように廃

止する。

この関係図面は、令和３年５月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年５月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

41－Ｇ035

２ 廃止する起終点

世田谷区北烏山四丁目1430番11地

先無番から1433番２地先無番まで

３ 廃止の期日

令和３年５月24日

◎世田谷区告示第461号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年５月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年５月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

36－５

28－１

２ 変更の区間

世田谷区上馬一丁目534番19から5

34番16の内まで

世田谷区上馬一丁目534番17の内

から534番16の内まで

３ 変更の区域

延 長 10.30メートル

幅 員 1.11メートルから

1.19メートルまで

面 積 11.90平方メートル

面 積 1.89平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年５月24日

◎世田谷区告示第462号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年５月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年５月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

21－Ｄ431－02

２ 変更の区間

世田谷区松原一丁目1801番34から

1801番６の内まで

３ 変更の区域

延 長 15.75メートル

幅 員 0.34メートルから

0.38メートルまで

面 積 5.77平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年５月24日

◎世田谷区告示第463号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年５月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年５月26日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区北烏山四丁目1417番３の

内

３ 変更の区域

延 長 6.47メートル

幅 員 0.63メートル

面 積 4.11平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年５月26日

◎世田谷区告示第464号

区管理水路を次のように廃止したので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。

この関係図面は、令和３年５月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年５月26日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 番号

41－Ｚ053

２ 位置

世田谷区給田五丁目65番２地先無

番から65番21地先無番まで

３ 廃止の期日

令和３年５月26日

◎世田谷区告示第465号

公共物を次のように設置したので、世田

谷区公共物管理条例施行規則（平成14年３

月世田谷区規則第45号）第７条の規定に基

づき、告示する。

この関係図面は、令和３年５月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年５月26日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 番号

41－Ｚ059

２ 位置

世田谷区給田五丁目65番４地先無

番から65番21地先無番まで

３ 用途

区管理水路

◎世田谷区告示第466号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

令和３年６月21日 （第723号）
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79条第１項の規定により指定居宅介護支援

事業者を指定したので、同法第85条第１号

の規定により告示する。

令和３年５月26日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 ライフケア経堂

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区宮

坂三丁目19番２－

203号

３ 事業者の名称 合同会社ライフケ

ア経堂

４ 指定年月日 令和３年６月１日

５ サービスの種類 居宅介護支援

◎世田谷区告示第467号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の２第１項及び第115条の12第１項の

規定により指定地域密着型サービス事業者

及び指定地域密着型介護予防サービス事業

者を指定したので、同法第78条の11第１号

及び第115条の20第１号の規定により告示

する。

令和３年５月26日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 優っくり小規模多

機能介護奥沢

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区奥

沢二丁目23番１号

３ 事業者の名称 社会福祉法人奉優

会

４ 指定年月日 令和３年６月１日

５ サービスの種類 小規模多機能型居

宅介護及び介護予

防小規模多機能型

居宅介護

◎世田谷区告示第468号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の５第２項の規定による指定地域密着

型サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。

令和３年５月26日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 砧リハビリデイ

サービス 流

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区

砧五丁目11番13

号

３ 事業者の名称 株式会社シナジ

ーＫ

４ 廃止届受理年月日 令和３年５月19

日

５ サービスの種類 地域密着型通所

介護

◎世田谷区告示第469号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年５月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年５月27日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

14－12

２ 変更の区間

世田谷区千歳台五丁目438番５か

ら440番８の内まで

３ 変更の区域

延 長 23.45メートル

幅 員 0.00メートルから

0.25メートルまで

面 積 5.73平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年５月27日

◎世田谷区告示第470号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第１項の規定に基づき、特別区道路線の区

域を次のように変更する。

この関係図面は、令和３年５月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年５月27日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

14－12

２ 変更の区間

世田谷区千歳台五丁目440番８の

内

３ 変更の区域

延 長 2.97メートル

幅 員 0.25メートル

面 積 0.74平方メートル

◎世田谷区告示第471号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年５月28日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年５月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区粕谷二丁目194番８の内

３ 変更の区域

延 長 19.70メートル

幅 員 0.62メートルから

0.63メートルまで

面 積 12.69平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年５月28日

◎世田谷区告示第472号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年５月28日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年５月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区瀬田二丁目836番４の内

３ 変更の区域

延 長 14.98メートル

幅 員 0.52メートルから

0.77メートルまで

面 積 9.78平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年５月28日

◎世田谷区告示第473号

介護保険法（平成９年法律第123号）第7

8条の５第２項の規定による指定地域密着

型サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。

令和３年５月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 通所介護おりづ

る

２ 事業所の所在地 群馬県利根郡み

なかみ町上牧18

93番地１

３ 事業者の名称 株式会社まどか

４ 廃止届受理年月日 令和３年５月10

日

５ サービスの種類 地域密着型通所

介護

◎世田谷区告示第474号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の５第２項の規定による指定地域密着

型サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。

令和３年５月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 元気サポートに

こにこ６

２ 事業所の所在地 神奈用県川崎市

麻生区百合ヶ丘

二丁目２番４号

１階

３ 事業者の名称 株式会社Ｑｕｅ

ｓｔ ｃａｒｅ

４ 廃止届受理年月日 令和３年５月10

日

５ サービスの種類 地域密着型通所

介護

◎世田谷区告示第475号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の５第２項の規定による指定地域密着

型サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。

令和３年５月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 トータルリハセ

ンター旗の台

２ 事業所の所在地 東京都品川区旗

の台二丁目７番

12号アベイト１

階

３ 事業者の名称 ＤＳセルリア株

式会社

４ 廃止届受理年月日 令和３年５月20

日

５ サービスの種類 地域密着型通所

令和３年６月21日 （第723号）
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介護

◎世田谷区告示第476号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

82条第２項の規定による指定居宅介護支援

事業の廃止の届出があったので、同法第85

条第２号の規定により告示する。

令和３年５月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 ソフィアケアプ

ラン自由が丘

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区

奥沢七丁目33番

２号アーバンコー

ト自由が丘201

３ 事業者の名称 ソフィアメディ

株式会社

４ 廃止届受理年月日 令和３年５月17

日

５ サービスの種類 居宅介護支援

◎世田谷区告示第477号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年５月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年５月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

40－１

28－１

２ 変更の区間

世田谷区大蔵六丁目８番５の内

世田谷区大蔵六丁目８番５の内

３ 変更の区域

延 長 20.90メートル

幅 員 0.07メートルから

0.23メートルまで

面 積 3.98平方メートル

延 長 16.93メートル

幅 員 0.30メートルから

0.34メートルまで

面 積 5.47平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年５月31日

◎世田谷区告示第478号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第

42条第１項第５号の規定により、次のとお

り道路の位置の指定をした。

なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。

令和３年５月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号 第2873号

２ 指定年月日 令和３年５月28日

３ 指定の位置 世田谷区桜一丁目690

番15の一部及び690番

34の一部

４ 道路の幅員 4.00メートルから4.04

メートル

５ 道路の延長 29.21メートル

６ 申請者氏名 藤川 範子

◎世田谷区告示第479号

建築計画概要書等閲覧場所の設置につい

て（平成28年４月１日世田谷区告示第265

号）の一部を次のように改正する。

令和３年５月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

本則中「東京都世田谷区世田谷四丁目22

番33号」を「東京都世田谷区世田谷四丁目

21番27号」に改める。

◎世田谷区告示第480号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第１項の規定に基づき、特別区道路線の区

域を次のように変更する。

この関係図面は、令和３年５月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年５月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

40－１

２ 変更の区間

世田谷区祖師谷一丁目130番13の

内

３ 変更の区域

延 長 4.07メートル

幅 員 0.17メートル

面 積 0.71平方メートル

◎世田谷区告示第481号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年５月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年５月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

58－１

２ 変更の区間

世田谷区下馬三丁目46番73地先無

番

３ 変更の区域

延 長 9.16メートル

幅 員 1.76メートル

面 積 16.16平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年５月31日

◎世田谷区告示第482号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の一部を次のよ

うに廃止する。

この関係図面は、令和３年５月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年５月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

13－Ｇ085

２ 一部を廃止する起終点

（旧）世田谷区下馬三丁目46番３地

先無番から46番12地先無番ま

で

（新）世田谷区下馬三丁目46番５地

先無番から46番13地先無番ま

で

３ 廃止の期日

令和３年５月31日

◎世田谷区告示第483号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線を次のように指

定する。

この関係図面は、令和３年５月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年５月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

13－Ｇ085－01

２ 指定する起終点

世田谷区下馬三丁目46番３地先無

番から46番４地先無番まで

３ 用途

区管理道路

◎世田谷区告示第484号

次の世田谷区立区民センターは、令和３

年５月28日から供用を開始する。

令和３年５月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 名 称

世田谷区立太子堂区民センター

２ 位 置

東京都世田谷区太子堂一丁目14番

20号

公 告

◎世田谷区公告第52号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和３年５月６日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第53号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

62条第１項の規定による都市計画事業の関

係図書の写しの送付を受けたので、同条第

２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧

に供する。

令和３年５月６日

令和３年６月21日 （第723号）
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１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

岡本二丁目

574番１

574番10

574番11

東京都千代田区

大手町一丁目９番２

号

大手町フィナンシャ

ルシティグランキュー

ブ

三菱地所レジデンス

株式会社

代表取締役 宮島

正治
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世田谷区長 保 坂 展 人

１ 都市計画事業の種類及び名称

東京都市計画道路事業補助線街路

第219号線

２ 縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課

◎世田谷区公告第54号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和３年５月６日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第55号

マンションの建替え等の円滑化に関する

法律（平成14年法律第78号）第25条第１項

の規定により二子玉川第２スカイハイツマ

ンション建替組合から理事長の氏名及び住

所の届出があったので、同条第２項の規定

により、次のとおり公告する。

令和３年５月７日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 理事長の氏名

横江 史義

２ 理事長の住所

世田谷区玉川一丁目９番５－219

号

◎世田谷区公告第56号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和３年５月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第57号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和３年５月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第58号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和３年５月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第59号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和３年５月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

規 則（教）

次に掲げる規則を公布する。

令和３年５月31日

世田谷区教育委員会

◎世田谷区教育委員会規則第９号

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例施行規則の一部を改正する

規則

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例施行規則の一部

を改正する規則

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例施行規則（平成12年３月世

田谷区教育委員会規則第10号）の一部を次

のように改正する。

附則に次の１条を加える。

第10条 令和３年度における第27条第１項

の規定の適用については、同項中「７月

１日から９月30日まで」とあるのは、

「６月１日から11月30日まで」とする。

附 則

この規則は、令和３年６月１日から施行

する。

訓 令 甲（教）

◎世田谷区教育委員会訓令甲第６号

世 田 谷 区 立 幼 稚 園

世 田 谷 区 立 小 学 校

世 田 谷 区 立 中 学 校

世田谷区立学校給食調理場

世田谷区学校職員の名札着用に関する規

程（平成16年４月世田谷区教育委員会訓令

甲第５号）の一部を次のように改正する。

令和３年５月31日

世田谷区教育委員会

「
様式中 印 を削る。

」

告 示（選）

◎世田谷区選挙管理委員会告示第６号

世田谷区選挙執行規程（平成12年３月世

田谷区選挙管理委員会告示第８号）の一部

を次のように改正する。

令和３年５月31日

世田谷区選挙管理委員会

「
第５号様式中 印 を削る。

」

第６号様式の 及び第６号様式の を次

のように改める。

様式省略

「
第７号様式中 印 を削る。

」

「
第10号様式中 印 を削り、同様式備

」

考に次のように加える。

３ 候補者本人が提出する場合にあって

は本人確認書類の提示又は提出を、そ

の代理人が提出する場合にあっては委

任状の提示又は提出及び当該代理人の

本人確認書類の提示又は提出を行うこ

令和３年６月21日 （第723号）
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１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

北沢一丁目

506番の一部

東京都新宿区

西新宿一丁目22番２

号

新宿サンエービル８

階

株式会社三起

代表取締役 相良

好昭

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

八幡山二丁目

38番１

38番５

38番５先無番

38番７

38番８

39番８の一部

39番41

東京都港区

芝浦四丁目５番４号

トーセイ株式会社

代表取締役 山口

誠一郎

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

上祖師谷五丁目

1088番１の一部

1088番11

1088番15

1088番16の一部

1088番27の一部

1088番45の一部

1088番96

1088番97

1088番98

1088番99

1088番100

1088番101

1088番102

1088番103

東京都立川市

高松町三丁目29番17

号

三絆地所株式会社

代表取締役 鈴木

等

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

南烏山六丁目

1822番１

1861番６

1861番７

1861番８

1861番10

1861番11

1861番12

東京都世田谷区

南烏山六丁目24番13

号

杉田 千代

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

深沢四丁目

33番６

東京都千代田区

丸の内二丁目４番１

号

株式会社オープンハ

ウス・ディベロップ

メント

代表取締役 福岡

良介
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と。ただし、候補者本人の署名その他

の措置がある場合は、この限りではな

い。

第10号の２様式を次のように改める。

様式省略

「
第12号様式中 印 を削る。

」

「
第14号様式及び第15号様式中 印 を

」

削る。

第16号様式を次のように改める。

様式省略

第20号様式を次のように改める。

様式省略

第22号様式の 及び第22号様式の を次

のように改める。

様式省略

第24号様式の から第24号様式の まで

を次のように改める。

様式省略

「
第25号様式の 中 印 を削り、同様

」

式備考に次のように加える。

６ 候補者本人が提出する場合にあって

は本人確認書類の提示又は提出を、そ

の代理人が提出する場合にあっては委

任状の提示又は提出及び当該代理人の

本人確認書類の提示又は提出を行って

ください。ただし、候補者本人の署名

その他の措置がある場合は、この限り

ではありません。

「
第25号様式の 中 印 を削り、同様

」

式備考に次のように加える。

４ 候補者本人が提出する場合にあって

は本人確認書類の提示又は提出を、そ

の代理人が提出する場合にあっては委

任状の提示又は提出及び当該代理人の

本人確認書類の提示又は提出を行って

ください。ただし、候補者本人の署名

その他の措置がある場合は、この限り

ではありません。

「
第25号様式の 中 印 を削り、同様

」

式備考に次のように加える。

４ 候補者本人が提出する場合にあって

は本人確認書類の提示又は提出を、その代

理人が提出する場合にあっては委任状の提

示又は提出及び当該代理人の本人確認書類

の提示又は提出を行ってください。ただし、

候補者本人の署名その他の措置がある場合

は、この限りではありません。

第27号様式の から第28号様式の まで

「
の規定中 印 を削る。

」

「
第29号様式の 別紙以外の部分中 印

」

を削り、同様式別紙以外の部分備考に次の

ように加える。

４ 契約業者等（法人にあっては、その

代表者）本人が提出する場合にあって

は本人確認書類の提示又は提出を、そ

の代理人が提出する場合にあっては委

任状の提示又は提出及び当該代理人の

本人確認書類の提示又は提出を行って

ください。ただし、契約業者等（法人

にあっては、その代表者）本人の署名

その他の措置がある場合は、この限り

ではありません。

「
第29号様式の 別紙以外の部分中 印

」

を削り、同様式別紙以外の部分備考に次の

ように加える。

３ 契約業者等（法人にあっては、その

代表者）本人が提出する場合にあって

は本人確認書類の提示又は提出を、そ

の代理人が提出する場合にあっては委

任状の提示又は提出及び当該代理人の

本人確認書類の提示又は提出を行って

ください。ただし、契約業者等（法人

にあっては、その代表者）本人の署名

その他の措置がある場合は、この限り

ではありません。

「
第29号様式の 別紙以外の部分中 印

」

を削り、同様式別紙以外の部分備考に次の

ように加える。

３ 契約業者等（法人にあっては、その

代表者）本人が提出する場合にあって

は本人確認書類の提示又は提出を、そ

の代理人が提出する場合にあっては委

任状の提示又は提出及び当該代理人の

本人確認書類の提示又は提出を行って

ください。ただし、契約業者等（法人

にあっては、その代表者）本人の署名

その他の措置がある場合は、この限り

ではありません。

第30号様式の 及び第30号様式の を次

のように改める。

様式省略

「
第31号様式の 中 印 を削り、同様

」

式備考に次のように加える。

３ 職務代行者本人が届け出る場合にあっ

ては本人確認書類の提示又は提出を、

その代理人が届け出る場合にあっては

委任状の提示又は提出及び当該代理人

の本人確認書類の提示又は提出を行っ

てください。ただし、職務代行者本人

の署名その他の措置がある場合は、こ

の限りではありません。

第31号様式の を次のように改める。

様式省略

第36号様式を次のように改める，

様式省略

第38号様式別紙以外の部分及び第39号様

「
式別紙以外の部分中 印 を削る。

」

第40号様式及び第41号様式を次のように

改める。

様式省略

第44号様式及び第45号様式を次のように

改める。

様式省略

「
第46号様式中 印 を削り、同様式備

」

考に次のように加える。

３ 公職の候補者等本人が申請する場合

にあっては本人確認書類の提示又は提

出を、その代理人が申請する場合にあっ

ては委任状の提示又は提出及び当該代

理人の本人確認書類の提示又は提出を

行うこと。ただし、候補者本人の署名

その他の措置がある場合は、この限り

ではない。

「
第47号様式中 印 を削り、同様式備

」

考に次のように加える。

３ 後援団体の代表者本人が申請する場

合にあっては本人確認書類の提示又は

提出を、その代理人が提出する場合に

あっては委任状の提示又は提出及び当

該代理人の本人確認書類の提示又は提

出を行うこと。ただし後援団体の代表

者本人の署名その他の措置がある場合

は、この限りではない。

第48号様式及び第49号様式を次のように

改める。

様式省略

「
第50号様式中 印 を削る。

」

告 示（農）

◎世田谷区農業委員会告示第５号

農業委員会等に関する法律（昭和26年法

律第88号）第27条第１項の規定に基づき、

第10回世田谷区農業委員会総会を次のとお

り開催する。

令和３年５月25日

世田谷区農業委員会会長

宍 戸 幸 男

１ 開催日時 令和３年５月31日（月）

午後３時00分

２ 開催場所 世田谷区役所第２庁舎５

階第５委員会室

３ 審議事項

第１号議案 農地法に基づく許可

申請について

第２号議案 農地法に基づく転用

届出について

第３号議案 その他の事項につい

て

告 示（監）

◎世田谷区監査委員告示第８号

令和２年度財政援助団体等監査の結果に

基づき講じた措置について、世田谷区長か

ら通知があったので、地方自治法第199条

第14項の規定により次のとおり公表する。

令和３年５月13日

世田谷区監査委員 萩 原 賢 一

同 中 根 秀 樹

同 山 口 裕 久

同 津 上 仁 志

令和３年６月21日 （第723号）
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